
意見書第 号 

 

国主導による有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）対策の早期実施を 

求める意見書（案） 

 

 現在、全国各地で有機フッ素化合物（以下「ＰＦＡＳ」という。）による地

下水や土壌などの汚染が確認されている。特に、局地的に環境省が定めた暫定

目標値を超える値が検出された地域があり、また、一部のミネラルウォーター

からも水道水の暫定目標値を超えるＰＦＡＳが検出されるなど、関係自治体や

住民の間からその影響を不安視する声が広がっている。 

ＰＦＡＳによる汚染は、汚染原因者の特定が困難であり、限られた予算およ

び技術的問題等から関係自治体が単独で対応することは極めて困難である。環

境汚染は、問題が顕在化した時点で十分かつ適切な対応を行うことが、被害の

拡大防止に資することを、水俣病に代表されるこれまでの事例が証明している

ところである。 

よって、国会および政府におかれては、地域住民の安全と安心を確保するた

め、早期に下記の措置を実施されるよう強く求める。 

 

記 

 

１ 関係省庁が一体となって、ＰＦＡＳによる汚染に対して対策を講ずる体制 

を設けるとともに、国が率先して健康調査や土壌調査を実施すること。 

 

２ 国の責任において調査と情報公開を行い、国民の不安解消に努めるととも 

に、水道水質基準を早急に設定し、水道水の安全を確保すること。 

 

３ 汚染の拡大を未然に防止するため、ＰＦＡＳによる汚染に対する対策を積 

極的に推進すること。 

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
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